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 （い い 労 務） 

健康保険法改正で傷病手当金の通算や

育休中の社会保険料免除が変更に 

◆傷病手当金の支給期間の通算化 

（令和４年１月１日から施行） 

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケ

ガの療養のために休業するときで、一定の要件

に該当した場合に支給されるもので、支給期間

は、支給が開始された日から最長１年６カ月で

す。これは、１年６カ月分支給されるというこ

とではなく、１年６カ月の間に仕事に復帰した

期間があり、その後再び同じ病気やケガにより

仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含

めて１年６カ月に算入されます。支給開始後１

年６カ月を超えた場合は、仕事に就くことがで

きない場合であっても、傷病手当金は支給され

ません。 

今回の改正は、出勤に伴い不支給となった期

間がある場合、その分の期間を延長して支給を

受けられるように、支給期間の通算化を行うと

いうものです（支給を始めた日から通算して１

年６カ月支給）。がん治療などで入退院を繰り

返すなど、長期間にわたり療養のための休暇を

とりながら働くケースなどがあることから、改

正になりました。 

◆任意継続被保険者制度の見直し 

（令和４年１月１日から施行） 

任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険

者が、退職した後も選択によって引き続き最大

２年間、退職前に加入していた健康保険の被保

険者になることができる制度です。 

保険料は全額被保険者負担（事業主負担なし）

で、従前の標準報酬月額または、当該保険者の

全被保険者の平均の標準報酬月額のうち、いず

れか低い額に保険料率を乗じた額を負担しま

す。任意継続被保険者となった日から２年を経

過したときや、保険料を納付期日までに納付し

なかったとき、就職して健康保険などの被保険

者資格を取得したとき、後期高齢者医療の被保

険者資格を取得したとき、被保険者が死亡した

ときのいずれかに該当するときは、被保険者の

資格を喪失します。 
 

 

今回の改正は、任意継続被保険者の保険料の算定

基礎の見直しや（健康保険組合が規約に定めた場合

は、当該保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額

より従前の標準報酬月額が高い任意継続被保険者に

ついては、従前の標準報酬月額を保険料の算定基礎

とすることができるようになる）、被保険者からの

申請による資格喪失を可能とするというものです。 

◆育児休業中の保険料の免除要件の見直し 

（令和４年 10 月１日から施行） 

育児休業中の社会保険の保険料免除は、現在、月の

末日時点で育児休業をしている場合に、当該月の保

険料（賞与保険料含む）が免除される仕組みです。

そのため例えば、月中に２週間の育休を取得したと

しても、休業期間に月の末日を含まなければ免除の

対象にはなりません。 

今回の改正は、短期の育児休業の取得に対応して、

育児休業期間に月末を含まない場合でも、月内に２

週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保

険料を免除するとともに、賞与に係る保険料につい

ては１カ月を超える育児休業を取得している場合に

限り免除の対象とするというものです。 

男女共同参画局「職場のジェンダーギャッ

プチェックシート」が公表されました 

◆「職場のジェンダーギャップチェックシー

ト」とは 

内閣府の男女共同参画推進連携会議は、経済分野

における女性の活躍促進女性のエンパワーメントの

促進に向けて、連携会議に参加している団体に、傘

下の企業・組織における男女共同参画の現状につい

てアンケート調査を行いました。 

◆経営者向けシート 17 のＱ 

経営者向けのチェックシートは次のとおりです。

それぞれ「そう思う」または「そう思わない」で答

えてください。 

Ｑ１ 企業の団体の代表は男性が担っている 

Ｑ２ 意思決定機関（役員会・理事会等）の構成員は男

性が担っている 

Ｑ３ 営業・外回り・渉外関連部署等は主に男性が担っ

ている 

Ｑ４ 経理・総務・人事など組織内の間接部門は主に女

性が担っている 

 

Ｑ５,コピー・お茶出しなどの雑務は主に女性が

担っている 

Ｑ６,長時間労働者、夜遅くの対応・業務は主に

男性が担っている 

Ｑ７,正規社員は主に男性、非正規社員は主に女

性が担っている 

Ｑ８,力仕事は主に男性が担っている 

Ｑ９,ケア・サポート仕事は主に女性が担ってい

る 

Ｑ10,研修や能力開発の機会は、主に男性に与え

られている 

Ｑ11,育休など子育て両立制度の活用、子育てに

関する配慮を受けているのは主に女性であ

る 

Ｑ12,夜の会合が頻繁にある 

Ｑ13,夜の懇親会が頻繁にある 

Ｑ14,在宅勤務・テレワーク・オンライン会議が

定着していない 

Ｑ15,上層部のほうが、男女共同参画意識は低い 

Ｑ16,年齢が高い人のほうが、男女共同参画意識

は低い 

Ｑ17,（地方に本社・支店がある場合は、都心部

よりも）地方部のほうが、男女共同参画意識

は低い 

「そう思う」と答えた項目により、どこに問

題があるかを判定するつくりになっています。

一度ご活用されてはいかがでしょうか。 

8 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

31 日 

○ 個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第

２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

○ ［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 
 


